
通所型サービス　【従前相当（1日型・５～９時間未満）】　※国が定める基準

通所型サービス　【緩和型（半日型・２～５時間未満）】　※市が定める基準

９月まで

利用者負担

（1割の場合）
1,667 円 1,708 円 3,416 円

10月以降

利用者負担

（1割の場合）
1,685 円 1,726 円 3,452 円

変化量

利用者負担

（1割の場合）
18 円 18 円 36 円

訪問型サービス　【従前相当】　※国が定める基準

訪問型サービス　【緩和型（生活援助のみ）】　※市が定める基準

９月まで

サービスの種類

利用者負担

（1割の場合）
1,136 円 2,272 円 3,408 円

10月以降

サービスの種類

利用者負担

（1割の場合）
1,159 円 2,318 円 3,477 円

変化量

サービスの種類

利用者負担

（1割の場合）
23 円 46 円 69 円

昭島市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）　令和４年10月改定

追加内容 加算割合 算定単位

通所型サービスベースアップ等支援加算 所定単位数の11／1000　加算 １月につき

緩和型（半日型）　

サービスの種類
通所型サービスⅠ 通所型サービスⅡ１ 通所型サービスⅡ２

要支援１・事業対象者 要支援２（週１回） 要支援２（週２回）

緩和型（半日型）

サービスの種類
通所型サービスⅠ 通所型サービスⅡ１ 通所型サービスⅡ２

要支援１・事業対象者 要支援２（週１回） 要支援２（週２回）

訪問型サービスベースアップ等支援加算 所定単位数の24／1000　加算 １月につき

緩和型（半日型）

サービスの種類
通所型サービスⅠ 通所型サービスⅡ１ 通所型サービスⅡ２

要支援１・事業対象者 要支援２（週１回） 要支援２（週２回）

追加内容 加算割合 算定単位

緩和型

訪問型サービスⅠ（週１） 訪問型サービスⅡ（週２） 訪問型サービスⅢ（週３）

緩和型

訪問型サービスⅠ（週１） 訪問型サービスⅡ（週２） 訪問型サービスⅢ（週３）

緩和型

訪問型サービスⅠ（週１） 訪問型サービスⅡ（週２） 訪問型サービスⅢ（週３）


